
 
 
 

 
 

令和２年度概算要求の概要（老健局） 
 

 

 

 令和２年度概算要求額（Ａ） 

（うち、老健局計上分） 
 

 令和元年度当初予算額（Ｂ） 

（うち、老健局計上分） 
 
 

  差   引                 （Ａ－Ｂ） 
 
 
 

（うち、老健局計上分） 

 

３兆３，３４３億円 
（３兆０，０５０億円） 

 

３兆１，９１４億円  
（２兆８，７９９億円） 

 

＋１，４２９億円  
＜対前年度伸率＋４．５％＞ 

 
（＋１，２５２億円） 

＜対前年度伸率＋４．３％＞ 
 
 
※ 「老健局計上分」は、他局計上分（２号保険料国庫負担金等）を除いた額である。 
※ 計数は「新しい日本のための優先課題推進枠」及び「東日本大震災復興特別会計」に係る予算額を

含む。 
※ 計数は、それぞれ四捨五入によっているので、端数において合計と合致しないものがある。 

※ 消費税率引上げの需要変動に対する臨時・特別の措置、消費税率引上げに伴う社会保障の充実、｢

新しい経済政策パッケージ｣（平成29年12月８日閣議決定）で示された「介護人材の確保」等につい

ては、予算編成過程で検討する。 
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○ 介護保険制度による介護サービスの確保（一部社会保障の充実） 

2兆8,391億円 → 2兆9,763億円 
 

地域包括ケアシステムの実現に向け、介護を必要とする高齢者の増加に伴い、在宅

サービス、施設サービス等の増加に必要な経費を確保する。 

なお、「新しい経済政策パッケージ」に基づく介護職員の更なる処遇改善及び消費

税率引上げに伴う介護報酬改定に係る経費については、予算編成過程で検討する。 

 
  

・介護給付費負担金          1兆9,911億円 → 2兆0,866億円 

各市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の２０％を負担。 

（施設等給付費（※）においては、１５％を負担） 

※ 施設等給付費とは、都道府県知事等が指定権限を有する介護保険施設及び特定施設に係

る介護給付費。 

 

 

・調整交付金                 5,413億円 → 5,672億円 

各市町村における介護給付及び予防給付に要する費用の５％を負担。 

（各市町村の 75 歳以上の高齢者割合等に応じて調整） 

 
 

・２号保険料国庫負担金（保険局計上分）   3,067億円 → 3,224億円 

国民健康保険及び全国健康保険協会管掌健康保険の介護納付金等に係る国庫負

担（補助）に要する所要額。 

 
 

○ 地域支援事業の推進（一部社会保障の充実）1,941億円 → 1,941億円 
 

地域包括ケアシステムの実現に向けて、高齢者の社会参加・介護予防に向けた取

組、配食・見守り等の生活支援体制の整備、在宅生活を支える医療と介護の連携及

び認知症の人への支援の仕組みづくり等を一体的に推進しながら、就労的活動の普

及や認知症施策の充実を図りつつ、高齢者を地域で支えていく体制を構築する。 

なお、消費税率引上げに伴う社会保障の充実については、予算編成過程で検討す

る。 

１． 介護保険制度による介護サービスの確保、地域の体制構築 

（R1予算）３兆０，８７７億円 →（R2要求）３兆２，２５８億円 

Ⅰ 令和２年度概算要求の主要事項（一般会計） 
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・ 介護予防・日常生活支援総合事業等の推進 1,674 億円 → 1,674 億円 

要支援者等の支援について、介護サービス事業所のほか、NPO、協同組合、社会福

祉法人、ボランティア等の多様な主体による地域の支え合い体制を構築するとともに、

住民主体の活動を通じた高齢者の社会参加・介護予防の取組等を推進する。 

 

・ 包括的支援事業の推進（社会保障の充実）    267億円 → 267億円 

 （公費534億円） （公費534億円） 

全ての市町村で、以下の①から④までの事業を実施。 

①認知症施策の推進 

認知症初期集中支援チームの関与による認知症の早期診断・早期対応や認知症

地域支援推進員による相談対応、認知症カフェの設置のほか、社会参加活動の体

制整備や認知症本人・家族の支援ニーズに応える認知症サポーターの活動（チー

ムオレンジ）の推進など認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進する。 

②生活支援の充実・強化 

生活支援コーディネーターの配置や協議体の設置等により、地域における生活

支援の担い手やサービスの開発等を行い、高齢者の社会参加及び生活支援の充実

を推進する。 

③在宅医療・介護連携の推進 

地域の医療・介護関係者による会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修等を

行い、在宅医療と介護サービスを一体的に提供する体制の構築を推進する。 

④地域ケア会議の開催 

地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行

い、地域のネットワーク構築、ケアマネジメント支援、地域課題の把握等を推進

する。 

 

○ 介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化（社会保障の充実） 

450億円 → 450億円 

 （公費900億円） （公費900億円） 
 

介護保険の１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し、低

所得の高齢者の保険料の軽減を行う。 

 なお、消費税率引上げに伴う社会保障の充実については、予算編成過程で検討する。  

 

など 
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【介護施設等の整備】 

 

○  地域医療介護総合確保基金による介護施設等の整備（社会保障の充実） 

467億円 → 467億円 

 （公費701億円） （公費701億円） 

   地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービス施設の整備に必要な経費

や、介護施設（広域型を含む）の開設準備等に必要な経費、特養多床室のプライバシ

ー保護のための改修等に必要な経費の助成を行う。 

なお、消費税率引上げに伴う社会保障の充実については、予算編成過程で検討す

る。 

 

○ 介護施設等における防災・減災対策の推進（推進枠） 

64億円 → 12億円 

（うち臨時・特別の措置48億円）             

（地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金）        

    介護施設等における防災・減災対策を推進するため、地域密着型サービス施設等

へのスプリンクラー設備等の整備や大規模修繕等に必要な経費について支援を行う。 

なお、「防災・減災、国土強靱化のための３カ年緊急対策」(臨時・特別の措置）

を踏まえた施設等の耐震化整備については、予算編成過程で検討する。 

 

【介護人材の確保】 

 

○ 地域医療介護総合確保基金による介護従事者の確保（社会保障の充実） 

82億円 → 82億円 

（公費124億円） （公費124億円） 

地域の実情に応じた総合的・計画的な介護人材確保対策を推進するため、人材不足

に関連した課題等が急務となっている介護事業所に対する業務改善、ICT の導入や介

護入門者のステップアップ及び現任職員のキャリアアップに対する支援など、介護人

材の「参入促進」、「労働環境・処遇の改善」、「資質の向上」を図るための多様な取組

を支援する。 

なお、消費税率引上げに伴う社会保障の充実については、以下の新規メニューの追

加等を予算編成過程で検討する。 

 

＜参入促進＞ 

○介護分野への元気高齢者等参入促進セミナー事業 

○介護人材確保のためのボランティアポイント制度 

○地域の支え合い・助け合い活動継続のための事務手続き等支援事業(事務お助け隊) 

２．介護離職ゼロの実現等に向けた基盤整備 

（R1予算）８３０億円 →（R2要求）７７８億円 
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＜資質の向上＞ 

 〇チームオレンジのコーディネーターに対する研修 

 

＜労働環境・処遇の改善＞ 

○介護職員に対する悩み相談窓口設置事業 

○介護事業所におけるハラスメント対策推進事業 

○若手職員交流推進事業 

○介護ロボット及びＩＣＴ導入支援事業の拡充 

○介護事業所に対する業務改善支援事業の拡充（パイロット事業の全国展開） 

○外国人介護人材受入れ施設環境整備事業  など 

 

○ 介護職員の処遇改善の促進 

 ・ 介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業【拡充】 

3.2億円 → 3.2億円 

  介護職員処遇改善加算について、加算の新規取得やより上位区分の取得に向けて、

事業所へ専門的な相談員（社会保険労務士など）を派遣して個別の助言・指導等を行

うとともに、都道府県等担当者向けの研修を実施することにより、加算の取得に向け

た支援を行う。 

 

    ・ 新しい経済政策パッケージに基づく処遇改善【再掲】 

 

 

 

 

 

 

 

【介護分野における生産性向上】 

 

介護ニーズが増加する一方、労働力人口が減少する状況下で、介護サービスの効果的・

効率的な提供を推進するため、以下の取組を実施する。 

 

○ 介護事業所における生産性向上推進事業【拡充】（推進枠） 

    4.4億円 → 9.0億円 

   介護事業所の生産性向上を推進するため、モデル事業所において具体的な取組を展

開するとともに、これまでの取組の成果を全国に普及するため、経営者や介護従事

者、生産性向上の取組を支援する者を対象としたセミナー開催や当該支援者を養成す

るための手引きを作成する。 

 

３．介護分野における生産性向上の推進 

（R1予算）１０億円 →（R2要求）１８億円 
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○ 介護ロボット開発等加速化事業【拡充】（推進枠） 

4.8億円 → 6.8億円 

開発企業と介護現場の協議を通じ着想段階から現場ニーズの開発内容への反映、試作

機へのアドバイス、開発された機器を用いた効果的な介護技術の構築など、各段階で必

要な支援を行うとともに、開発・導入・活用・改善の一連のプロセスを支援する拠点を

設置し、介護現場、開発企業・大学、自治体等との連携により、介護ロボット等の開発

・普及の加速化を図る。 

 

○ ＩＣＴを活用した介護情報連携推進事業（推進枠）65百万円 → 2.0億円 

居宅介護支援事業所と介護事業所間のICTを活用した情報連携を全国に推進していく

ため、クラウド等を活用した標準仕様の情報連携を試行実施し、その費用対効果を測定

するなどの実証実験等を行うとともに、医療機関と介護事業所の所有する情報の効果的

な連携に向けた検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【保険者機能の強化】  

 

○ 保険者のインセンティブ強化（保険者機能強化推進交付金） 

（一部推進枠）200億円 → 200億円 

高齢者の自立支援・重度化防止等に関する市町村や都道府県の取組を推進する。 

なお、「通いの場」等の更なる推進に向けた保険者機能強化推進交付金の抜本的強

化については、予算編成過程で検討する。 

 

○ 介護・医療関連情報の「見える化」の推進    3.0億円 → 3.5億円 
 

地域包括ケアシステムの一層の推進を図るため、全国・都道府県・市町村・日常生

活圏域別の特徴や課題、地域差、取組等を、市町村等が客観的かつ容易に把握・分析

できるよう『地域包括ケア「見える化」システム』のデータ拡充や機能追加を行う。 

 

○ 高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防の横展開 

58百万円 → 58百万円 
 

高齢者の自立支援・重度化防止、介護予防の取組を保険者において着実に実施する

ため、介護予防に資する手引きの作成や、都道府県等への研修会を行う。 

 

４．自立支援・重度化防止に向けた取組及び在宅医療・介護連携

の推進        （R1予算）２１１億円 →（R2要求）２２０億円 
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【科学的介護の実現に資する取組の推進】   

 

○ 科学的介護データ提供用データベース構築等事業（一部推進枠） 

  5.1億円 → 8.4億円 

科学的に自立支援等の効果が裏付けられた介護を実現するため、必要なデータを収

集・分析するデータベースの機能改修や運用・保守等を行う。 

 

○ 通所・訪問リハビリテーションの質の向上支援等事業 

86百万円 → 5.3億円 

介護保険におけるリハビリテーションマネジメントに係るデータを収集し、分析等を

行い、介護サービスの質の改善の取組を推進するためのデータベースの機能改修や運用

・保守等を行う。 

 

【在宅医療・介護連携の推進】  

 

  ○ 在宅医療・介護連携推進支援事業        43百万円 → 43百万円 

     市町村が地域の実情にあわせて在宅医療・介護連携に関する取組を推進・充実を図

るために、在宅医療・介護連携推進事業の検証及び充実の検討や、都道府県に対して

市町村支援に関する技術的支援を行う。 

 

  ○ 在宅医療・介護連携に係る地域支援事業の推進（社会保障の充実） 

【再掲】 

 

○ ＩＣＴを活用した介護情報連携推進事業【再掲】 

 

 

 

 

   

 

 

認知症施策推進大綱（令和元年6月18日認知症施策推進関係閣僚会議決定）に基づき、

認知症の発症を遅らせ、認知症になっても希望をもって日常生活を過ごせる社会を目指

し、「共生」と「予防」を両輪とした施策を推進する。 

 
 

【市町村における取組の推進】 
 

○ 認知症に係る地域支援事業の推進【再掲】 

 

５．認知症施策推進大綱に基づく施策の推進 

（R1予算）１１９億円 →（R2要求）１３５億円 
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【都道府県等による広域的な取組の推進】 
 

○ 認知症施策の総合的な取組             20億円 → 20億円 

ア 認知症施策推進大綱の取組の推進 
 

       「認知症施策推進大綱」に基づき、認知症本人のピア活動の推進や認知症本人

が集う取組の普及、若年性認知症の人への支援、地域での見守り体制の確立など

認知症高齢者等にやさしい地域づくりを推進する。 

    （※）上記の他、地域支援事業交付金や地域医療介護総合確保基金を活用した認知

症施策の充実について予算編成過程で検討する。（２ｐ及び４ｐ参照） 
 
 

イ 認知症疾患医療センターの整備促進・相談機能強化 

認知症の人とその家族に対する早期診断や早期対応を行うため、認知症の専門医

療機関である認知症疾患医療センター(基幹型、地域型、連携型)を整備するほか、

地域包括支援センター等の関係機関と連携して日常生活支援の相談機能の強化を図

る。  
 

【国による普及啓発】 
 

○ 認知症理解のための普及啓発等【拡充】    10百万円 → 41百万円 
 

認知症の人本人がまとめた「認知症とともに生きる希望宣言」の展開など認知症の

人の視点に立って認知症への社会の理解を深めるための広報・啓発を集中的に実施す

る。また、日本認知症官民協議会の開催・運営を通じて、官民の連携を強化するとと

もに、「認知症バリアフリー」の取組の横展開や表彰等の実施を通じて、社会全体の

認知症に関する取組の強化を図る。 

 

【成年後見制度の利用促進】 
 

○ 成年後見制度の利用促進のための体制整備（社会・援護局計上分） 

【拡充】3.5億円 → 11億円 

成年後見制度利用促進基本計画及び認知症施策推進大綱を踏まえ、中核機関の整

備や市町村計画の策定を推進するとともに、中核機関における市民後見人・親族後

見人の専門的バックアップ体制の強化や適切な後見人候補者の家庭裁判所への推薦

の取組を推進する。 

また、後見人等の意思決定支援研修を全国的に実施するとともに、任意後見・補

助・保佐等の広報・相談体制の強化を図る。 

 

○ 成年後見制度の担い手の確保や制度の利用に係る費用の助成【再掲】 

82億円の内数等 → 82億円の内数等 

市民後見人といった成年後見制度の担い手の育成を推進するとともに、低所得の

高齢者に対する成年後見制度の申立費用や報酬の助成等を推進する。 
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【認知症研究の推進】 

 

○ 認知症研究の推進（大臣官房厚生科学課計上分）【拡充】 

10億円 → 18億円 
 

認知症施策推進大綱に基づき、全国的なコホート・レジストリ研究やゲノム研究等

を拡充することによって予防のエビデンス収集や病態解明等を進めるとともに、認知

症診断に資するバイオマーカー研究等を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

○ 高齢者地域福祉推進事業（老人クラブへの助成）   26億円 → 26億円 

老人クラブが行う高齢者の健康づくり・介護予防活動など各種活動に対する助成や、

都道府県・市町村老人クラブ連合会が行う老人クラブの活動促進に対する助成等を行

う。 

 

○ 全国健康福祉祭（ねんりんピック）事業     97百万円 → 1.0億円 

令和２年度に実施予定のねんりんピック（岐阜大会）に対する助成を行う。 

 

○ 高齢者生きがい活動促進事業                 25百万円 → 25百万円 

住民主体による生活支援、共生の居場所づくりや農福連携など、高齢者の社会参加

・役割創出に資する活動等の立ち上げへの支援を行う。 

など 

 

 

 

 
 

 

○ 老人保健健康増進等事業                    24億円 → 24億円 

介護保険制度の適正な運営を図るため、自立支援・重度化防止に向けた高齢者の社

会参加など老人保健福祉サービスの実施や、虚弱高齢者に対する予防、認知症施策、

介護人材確保対策などに関し、先駆的、試行的な調査研究事業等に対する助成を実施

する。 

 

６．生涯現役社会の実現に向けた環境の整備等 

（R1予算）２８億円 →（R2要求）２８億円 

７． 適切な介護サービス提供に向けた取組 

（R1予算）１０２億円 →（R2要求）１８０億円 
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○ ロボット・AI・ICT等の基礎研究から実用化までの一体的な研究開発支

援（未来イノベーション事業）【新規】（一部推進枠） 

（一部大臣官房厚生科学課計上分）   13億円  

CSTI（総合科学技術・イノベーション会議）が進めているムーンショット型研究開

発制度の下での提言や、未来イノベーションワーキング・グループの中間取りまとめ 

(平成31年3月)を踏まえ、健康・医療戦略推進本部のもと、厚生労働省、経済産業省、

文部科学省の３省が協力して、健康・医療分野のムーンショット型の研究開発事業を

行う。健康・医療分野における基礎研究から実用化までを一気通貫で支援し、その際 、

従来の基礎、応用、臨床と順序立てた研究手法にとどまらない、柔軟な研究開発を実

施する。 

 

○ 介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業【新規】（推進枠） 

 3.3億円 

介護施設等への介護ロボットの導入支援を行うとともに、介護ロボットを導入した

場合の介護業務の効率化・負担軽減効果について実証検証を行う。 

 

○ 高齢者虐待への対応【拡充】（推進枠）      1.4億円 → 1.5億円 

「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」に基づき、

「高齢者の尊厳の保持」の視点に立って、虐待防止及び虐待を受けた高齢者の被害の

防止や救済を図るため、地域の実情に応じた専門的な相談体制の整備や研修、市町村

との連携強化など、各都道府県における高齢者の権利擁護のための取組を推進する。 

 

○ 介護ワンストップサービス実施に伴うシステム改修(推進枠) 

1.5億円→1.5億円 

介護保険に係る申請手続のオンライン化を実施し、その利用を推進していくに当た

って保険者のシステム改修等を支援する。 

 

○ 大規模実証事業【新規】（推進枠）             1.0億円 

社会参加と生活習慣病対策に係る取組の効果に関するデータを収集し、これらを通

じた高齢者の健康づくり・介護予防の手法について検証する。 

 

○ 高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業 

 60百万円 → 60百万円 

集合住宅等に入居する高齢者に対してサービスを提供する事業所への重点的な実地

指導が可能となるよう都道府県等における指導体制の強化を図るための支援を行う。 

 

○ 要介護者等に対するリハビリテーション調査事業【新規】   36百万円 

地域におけるリハビリテーション提供体制の地域間格差の是正を目指し、介護保険

事業計画における地域のリハビリテーション提供体制の指標の検討等を行う。 
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○ 福祉用具貸与価格適正化推進事業            19百万円 →19百万円 

   福祉用具における貸与価格のばらつきを抑制し、適正価格での貸与を確保するため、

平均貸与価格等の公表を行う。 

 

など 
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○ 避難指示区域等での介護保険制度の特別措置    34億円 → 22億円 
 

東京電力福島第一原発の事故により設定された帰還困難区域等及び上位所得層を除

く旧避難指示区域等・旧避難指示解除準備区域等の住民について、介護保険の利用者

負担や保険料の免除の措置を延長する場合には、引き続き保険者等の負担を軽減する

ための財政支援を行う。 

 

 

○ 介護施設・事業所等の災害復旧に対する支援  47百万円 → 4.4億円 
 

東日本大震災で被災した介護施設等のうち、各自治体の復興計画で、令和２年度に

復旧が予定されている施設等の復旧に必要な経費について、支援を行う。 

 

 

○ 被災地における介護サービス提供体制の確保    2.1億円 → 1.5億円 
 

長期避難者の早期帰還を促進する観点から、住民帰還に先んじて、避難指示解除区

域等で事業を継続・再開する介護施設・事業所に対して、復興・創生期間（令和２年

度末まで）を終期として時限的に支援を行い、介護サービス提供体制の確保を図る。 
 

 

 

＜参考＞復興庁所管 

 

○ 介護等のサポート拠点に対する支援（被災者支援総合交付金）   

177億円の内数 →167億円の内数 
 

復興の進展に伴い生じる被災者支援の課題に総合的かつ効果的に対応するため、①

被災者の心のケア支援、②被災した子どもに対する支援、③被災者への見守り・相談

支援等、④介護等のサポート拠点、⑤被災地の健康支援活動に対する支援を一括化し

た交付金において行う。 

○ 東日本大震災からの復興への支援（介護分野） 

（R1 予算）３６億円 →（R2 要求）２８億円 

Ⅱ 令和２年度概算要求の主要事項（復興特別会計） 



介護人材確保のための取組をより一層進めるため、経験・技能のある職員に重点化を図りながら、介護職員の更なる処遇改善を進める。
具体的には、他の介護職員などの処遇改善にこの処遇改善の収入を充てることができるよう柔軟な運用を認めることを前提に、介護サービス事業所にお
ける勤続年数10年以上の介護福祉士について月額平均８万円相当の処遇改善を行うことを算定根拠に、公費1000億円程度を投じ、処遇改善を行う。

○ 新しい経済政策パッケージ（抜粋）

新しい経済政策パッケージに基づく介護職員の更なる処遇改善

事
業
所
内
で
の
配
分

そ
の
他
の
職
種

訪
問
介
護

訪
問
入
浴
介
護

通
所
リ
ハ

A％ B％ C％

加
算
率
の
設
定

（公費1000億程度）

2000億円

・・・

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

他
の
介
護
職
員

① ② ③

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

②
他の介護職員

① ①

全て選択可能

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

平
均
処
遇
改
善
額

経
験
・技
能
の
あ
る

介
護
職
員

①

・10年以上の介護福祉士
の数に応じて設定
・加算率は二段階に設定

事業所の裁量も認めつつ
一定のルールを設定

▶ 平均の処遇改善額 が、

・ ①経験・技能のある介護職員は、②その他の介護職員の２倍以上とすること
・ ③その他の職種（役職者を除く全産業平均水準（年収440万円）以上の者は対象外）は、②その他の
介護職員の２分の１を上回らないこと

※ ①は、勤続10年以上の介護福祉士を基本とし、介護福祉士の資格を有することを要件としつつ、
勤続10年の考え方は、事業所の裁量で設定

※ ①、②、③内での一人ひとりの処遇改善額は、柔軟に設定可能
※ 平均賃金額について、③が②と比べて低い場合は、柔軟な取扱いが可能

▶ ①経験・技能のある介護職員において「月額8万円」の改善又は「役職者を除く全産業平均
水準（年収440万円）」を設定・確保

→ リーダー級の介護職員について他産業と遜色ない賃金水準を実現

※小規模な事業所で開設したばかりである等、設定することが困難な場合は合理的な説明を求める。

②
他の介護職員

③
その他の職種

参
考

１
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地域包括ケアシステムの構築

○ 全市町村が地域支援事業として以下の事業に取り組めるよう、必要な財源を確保し、市町村の取組を支援する。

※１ 上記の地域支援事業の負担割合は、国38.5％、都道府県19.25％、市町村19.25％、１号保険料23％（公費割合は77％）。
※２ 併せて、介護予防・日常生活支援総合事業を推進する。

地域の医療・介護関係者による会議
の開催、在宅医療・介護関係者の研
修等を行い、在宅医療と介護サービ
スを一体的に提供する体制の構築
を推進

生活支援コーディネーターの配置や
協議体の設置等により、地域におけ
る生活支援の担い手やサービスの開
発等を行い、高齢者の社会参加及び
生活支援の充実を推進

団塊の世代が75歳以上となり医療・介護等の需要の急増が予想される2025（令和７）年を目途に、医療や介護が必要な状態に
なっても、できるだけ住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活
支援が包括的に確保される「地域包括ケアシステム」の構築に向けて取組を進める。

Ⅱ 市町村による在宅医療・介護連携、認知症施策の推進など地域支援事業の充実 ５３４億円

在宅医療・介護連携 認知症施策

地域包括支援センター等において、
多職種協働による個別事例の検討
等を行い、地域のネットワーク構築、
ケアマネジメント支援、地域課題の把
握等を推進

地域ケア会議 生活支援の充実・強化

Ⅰ 介護サービスの充実と人材確保

（１）地域医療介護総合確保基金（介護分） ８２４億円

○ 医療介護総合確保推進法に基づき、各都道府県に設置した地域医療介
護総合確保基金（介護分）を活用し、介護施設等の整備を進めるほか、介護
人材の確保に向けて必要な事業を支援する。

①介護施設等の整備に関する事業
地域密着型特別養護老人ホーム等の地域密着型サービス施設の整備に

必要な経費や、介護施設（広域型を含む）の開設準備等に必要な経費、 特
養多床室のプライバシー保護のための改修など介護サービスの改善を図る
ための改修等に必要な経費の助成を行う。（７０１億円）

②介護従事者の確保に関する事業
多様な人材の参入促進、資質の向上、労働環境・処遇の改善の観点から、

介護従事者の確保対策を推進する。（１２４億円） ※基金の負担割合
国2/3 都道府県1/3 

（２）平成27年度介護報酬改定における消費税財源の活用分
（介護職員の処遇改善等） １，１９６億円

○ 平成27年度介護報酬改定による介護職員の処遇改善等を引き
続き行う。

・１人あたり月額１万２千円相当の処遇改善
（８９３億円＜改定率換算で＋１．６５％＞）

・中重度の要介護者や認知症高齢者等の介護サービスの充実
（３０３億円＜改定率換算で＋０．５６％＞）

※金額は令和元年度予算額（公費）

初期集中支援チームの関与による認知症
の早期診断・早期対応や地域支援推進員
による相談対応のほか、社会参加活動
の体制整備や認知症本人・家族の支援
ニーズに応える認知症サポーターの活
動（チームオレンジ）等を推進 参

考
２
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介護保険の１号保険料について、給付費の５割の公費とは別枠で公費を投入し低所得の高齢者の保険料の軽減を強化

市町村民税 本人が課税市町村民税 本人が非課税、
世帯に課税者がいる

（65歳以上全体の約３割）

（保険料
基準額×）

0.5

0.75

1.0
1.2

1.5
（65歳以上全体の約７割）

0.3

0.7

収入

市町村民税
世帯全員が非課税

保険料基準額に対する割合

第１段階 0.5 → 0.45
※公費負担割合
国1/2、都道府県1/4
市町村1/4

保険料基準額に対する割合

第１段階 0.45 → 0.3

第２段階 0.75 → 0.5

第３段階 0.75 → 0.7

0.45

0.9

1.3

1.7

※具体的軽減幅は各割合の範囲内で市町村が条例で規定

①一部実施（平成27年４月）
市町村民税非課税世帯のうち 特に所得の低い者を対象
（65歳以上の約２割）

②完全実施（令和元年10月）
市町村民税非課税世帯全体を対象として完全実施（65歳以上の約３割）

624万人 256万人 242万人
※被保険者数は「平成28年度介護保険事業状況報告」

513万人 444万人 463万人 404万人 247万人 247万人

【実施時所要見込額（満年度）約1,600億円（公費ベース※）】令和元年度予算ベース

5,869円／月
（第７期(H30～R2)

の全国平均額）

①

②

② ②

第6段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
120万円未満

第7段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
120万円以上
200万円未満

第8段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
200万円以上
300万円未満

第9段階
市町村民税
課税かつ合
計所得金額
300万円以上

第1段階
生活保護被保護者
世帯全員が市町村民税非課税の老
齢福祉年金受給者
世帯全員が市町村民税非課税かつ
本人年金収入等80万円以下

第2段階
世帯全員が市町
村民税非課税か
つ本人年金収入
等80万円超
120万円以下

第3段階
世帯全員が市
町村民税非課
税かつ本人年
金収入等
120万円超

第4段階
本人が市町村民税
非課税（世帯に課
税者がいる）かつ
本人年金収入等
80万円以下

第5段階
本人が市町村民税
非課税（世帯に課
税者がいる）かつ
本人年金収入等
80万円超

第1段階

第
2
段
階

第
3
段
階

第4段階 第6段階第5段階 第7段階
第8
段階

第9
段階

介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 令和元年度予算額
900億円（公費）、うち国費450億円

※一部実施済みの分を含む。
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項目 担当課室

Ｉ　令和２年度概算要求の主要事項（一般会計）

　１　介護保険制度による介護サービスの確保、地域の体制構築

　　　○　介護保険制度による介護サービスの確保 介護保険計画課（内２２６４）

　　　○　地域支援事業の推進

　　　　・　介護予防・日常生活支援総合事業等の推進 振興課（内３９８２）

　　　　・　包括的支援事業の推進

　　　　　①　認知症施策の推進 総務課認知症施策推進室（内３９７４）

　　　　　②　生活支援の充実・強化 振興課（内３９８２）

　　　　　③　在宅医療・介護連携の推進 老人保健課（内３９４７）

　　　　　④　地域ケア会議の開催 振興課（内３９８２）

　　　○　介護保険の１号保険料の低所得者軽減強化 介護保険計画課（内２２６０）

　２　介護離職ゼロの実現等に向けた基盤整備

【介護施設等の整備】

　　　○　地域医療介護総合確保基金による介護施設等の整備 高齢者支援課（内３９２７,３９２８）

　　　○　介護施設等における防災・減災対策の推進 高齢者支援課（内３９２７,３９２８）

【介護人材の確保】

　　　○　地域医療介護総合確保基金による介護従事者の確保 振興課（内３９３５）

　　　○　介護職員の処遇改善の促進 老人保健課（内３９４２、３９５９）

　３　介護分野における生産性向上の推進

　　　○　介護事業所における生産性向上推進事業 高齢者支援課（内３９８１）、振興課（内３９８３）

　　　○　介護ロボット開発等加速化事業 高齢者支援課（内３９８５）

　　　○　ICTを活用した介護情報連携推進事業 振興課（内３９８３）

　４　自立支援・重度化防止に向けた取組及び在宅医療・介護連携の推進

【保険者機能の強化】

　　　○　保険者のインセンティブ強化（保険者機能強化推進交付金） 介護保険計画課（内２1６５）

　　　○　介護・医療関連情報の「見える化」の推進 老人保健課（内３９４４）

　　　○　高齢者の自立支援、重度化防止、介護予防の横展開 振興課（内３９８２）、老人保健課（内３９４７）

【科学的介護の実現に資する取組の推進】

　　　○　科学的介護データ提供用データベース構築等事業 老人保健課（内３９４４）

　　　○　通所・訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝの質の向上支援等事業 老人保健課（内３９４４）

【在宅医療・介護連携の推進】

　　　○　在宅医療・介護連携推進支援事業 老人保健課（内３９４７）

　　　○　在宅医療・介護連携に係る地域支援事業の推進 老人保健課（内３９４７）

　　　○　ICTを活用した介護情報連携推進事業 振興課（内３９８３）

　５　認知症施策推進大綱に基づく施策の推進 総務課認知症施策推進室（内３９７４）

　６　生涯現役社会の実現に向けた環境の整備等 振興課（内３９３５）

　７　適切な介護サービス提供に向けた取組

　　　○　老人保健健康増進等事業 総務課（内３９１８）

　　　○　ロボット・AI・ICT等の基礎研究から実用化までの一体的な研究開発支援
        （未来イノベーション事業）

高齢者支援課（内３９８５）

　　　○　介護ロボットの導入支援及び導入効果実証研究事業 高齢者支援課（内３９８５）

　　　○　高齢者虐待への対応 高齢者支援課（内３９６６）

　　　○　介護ワンストップサービス実施に伴うシステム改修 介護保険計画課（内２２６０）

　　　○　大規模実証事業 老人保健課（内３９６３）

　　　○　高齢者向け集合住宅関連事業所指導強化推進事業 総務課介護保険指導室（内３９５８）

　　　○　要介護者等に対するリハビリテーション調査事業 老人保健課（内３９５６）

　　　○　福祉用具貸与価格適正化推進事業 高齢者支援課（内３９８５）

Ⅱ　令和２年度概算要求の主要事項（復興特別会計）

○　避難指示区域等での介護保険制度の特別措置 介護保険計画課（内２２６４，２１６４）

○　介護施設・事業所等の災害復旧に対する支援 高齢者支援課（内３９２７,３９２８）、振興課（内３９８３）

○　被災地における介護サービス提供体制の確保 高齢者支援課（内３９２５）

　（参考）被災者支援総合交付金（復興庁所管）による支援

○　介護等のサポート拠点に対する支援 振興課（内３９３５）

（参考）各施策の担当課室
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